
 練馬区立関町小学校ＰＴＡ個人情報取扱規程 

 [目的] 
 第１条　この規程は、練馬区立関町小学校ＰＴＡ（以下、「本 
 会」という。）が個人情報の取得、利用、提供および管理の適 
 正を期するため、個人情報を取扱う場合の基本的事項を定め、 
 本会の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護する 
 ことを目的とする。 

 [責務] 
 第２条　本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとと 
 もに、本会の活動において個人情報の保護に努める。 

 [守秘義務] 
 第３条　本会の活動に従事する者は、その活動において知り得 
 た個人情報を他人に知らせてはならない。また、不当な目的に 
 使用してはならない。その地位を退いた後も同様とする。 

 [規程の周知] 
 第  ４  条  本  会  に  お  い  て、  取  得、  保  持  す  る  個  人  情  報  の  取  扱  い  方  法  に 
 ついては、総会資料、または通知など、適宜の方法により会員 
 に周知することとする。 

 [個人情報の取得] 
 第  ５  条  本  会  が  会  員  か  ら  取  得  す  る  個  人  情  報  は  つ  ぎ  の  項  目  と  す  る。 
 ただし、ＰＴＡ活動に必要な場合のみにおいて、つぎの項目以 
 外の個人情報の取得を行う場合もある。 
 　（１）会員名 
 　（２）在籍児童名とクラス 
 　（３）ＰＴＡ会費引き落とし口座の、名義人氏名、口座番 

 号、住所、電話番号 

 ２  要  配  慮  個  人  情  報  に  つ  い  て  は、  あ  ら  か  じ  め  会  員  本  人  の  同  意  を  得 
 ないで取得してはならない。 

 [個人情報の削除] 
 第  ６  条  会  員  は、  提  供  し  た  個  人  情  報  に  つ  い  て  削  除  を  申  し  出  る  こ  と 
 ができる。また、その申し出があった場合、本会は遅滞なく該 
 当する個人情報を削除または破棄しなければならない。 

 [個人情報の利用] 
 第  ７  条  本  会  が  保  有  す  る  個  人  情  報  は、  つ  ぎ  の  項  目  に  沿っ  た  利  用  を 
 行う。 
 （１）役員、委員名簿の作成と配布 
 （２）役員、委員の選出 
 （３）ＰＴＡ会費の管理 
 （４）その他、ＰＴＡ運営に必要であると、総会、運営委員会 
 で承認された活動 
 ２  本  会  は、  前  項  第  ７  条  （４）  に  よ  り  新  た  に  認  め  ら  れ  た  活  動  に  つ 
 いては、速やかにその利用目的を会員に周知または公表しなけ 
 ればならない。また、その利用目的が継続する場合は、前項に 
 定めることとする。 
 ３  本  会  お  よ  び  会  員  は、  あ  ら  か  じ  め  本  人  の  同  意  を  得  な  い  で、  第  ７ 
 条に定める項目の利用目的の必要な範囲を超えて、個人情報を 
 取扱ってはならない。 

 [個人情報の提供等] 
 第  ８  条  本  会  お  よ  び  会  員  は、  つ  ぎ  に  掲  げ  る  場  合  を  除  き、  あ  ら  か  じ 
 め本人の同意を得ないで第三者に個人情報を提供してはならな 
 い。 
 （１）法令に基づく場合 
 （２）人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 
 （３）公衆衛生の向上・児童の健全な育成の推進のために必要 
 な場合 
 （４）国、東京都、練馬区またはその委託を受けた者が、法令 
 の定める事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合 
 （５）役員に関するもので、国、東京都、練馬区、ＰＴＡ連合 
 会またはこれらに準じる公共目的の団体または学校等が、ＰＴ 
 Ａに関する事業または事務を遂行することに対し、協力する必 
 要がある場合 
 （６）本会の事業等を実施する委託事業者に提供する場合 
 （７）その他、本会規約第２章の事業（活動）を行うために必 
 要で、総会、運営委員会で承認された場合 
 ２  本  会  が  個  人  情  報  を  第  三  者  に  提  供  し  た  場  合  は、  つ  ぎ  の  項  目  に  つ 
 いて記録を作成し保管しなければならない。ただし、提供先が 
 国、東京都、練馬区の場合はこの限りではない。 
 （１）第三者の氏名、住所、電話番号等 
 （２）提供した個人情報の項目および件数 
 （３）提供した理由 
 （４）提供することに対し対象者の同意を得ている旨 
 （５）その他特に必要があると認めた項目 
 ３  本  会  が  個  人  情  報  を  第  三  者  か  ら  提  供  を  受  け  る  場  合  は、  つ  ぎ  の  項 
 目について確認を行わなければならない。 
 （１）第三者の氏名、住所、電話番号等 
 （２）提供をうける個人情報の項目および件数 
 （３）第三者が個人情報を取得した経緯 
 （４）提供を受けることについて対象者の同意を得ている旨 
 （５）その他特に必要があると認めた項目 

 [個人情報の管理] 
 第  ９  条  本  会  が  取  得  し  た  個  人  情  報  は、  Ｐ  Ｔ  Ａ  役  員・  委  員  長  が  適  正 
 に管理、保管する。なお、不要となった個人情報は適正かつ速 
 やかに破棄しなければならない。 

 [個人情報の安全管理措置等] 
 第  １  ０  条  本  会  は、  取  扱  う  個  人  情  報  の  漏  え  い、  滅  失  ま  た  は、  き  損 
 の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措 
 置を講ずる。 
 ２  本  会  は、  利  用  目  的  に  必  要  な  範  囲  内  に  お  い  て、  個  人  情  報  を  正  確 
 かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったと 
 きは、当該個人情報を遅滞なく削除する。 

 [その他] 
 第  １  １  条  本  会  は、  個  人  情  報  の  取  扱  い  に  関  す  る  苦  情  に  つ  い  て、  適 
 切かつ迅速な処理に努める。 

 [規程の改正] 
 第  １  ２  条  こ  の  規  程  を  改  正  す  る  と  き  は、  総  会、  運  営  委  員  会  に  お  い 
 て決定を行う。 

 付 則 
 この規程は、平成30年9月26日から施行する。 


